
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お申し込み・ 
お問い合わせ

朝霞市社会福祉協議会 
手話通訳者等派遣事務所

☎048(486)2479【直通】　FAX 048(486)2473
URL:https://www.asaka-shakyo.or.jp

発行　年４回（春号・夏号・秋号・冬号）

号春
202６-４

No.５８

【日　程】５月１３日～１０月１４日　　　期間内の 水 曜日 

【時　間】午前１０時～正午 

【回　数】全 20 回（特別講演を含む） 

【会　場】朝霞市役所、ゆめぱれす（朝霞市民会館） 

【費　用】3,300 円（テキスト代として）　※テキスト所持者は不要です 

【対象者】市内在住または在勤で、基礎修了もしくは同程度の技術を有する方 

（全日程参加可能な方） 

【定　員】１４名 

（定員を超えた場合は令和７年度基礎講習会の修了者を優先し、残った枠で抽せん）

《申し込みについて》 

【募集期間】４月６日（月）～２４日（金） 

【申込方法】電話・ＦＡＸ・来所 
【必要事項】氏名（ふりがな）・郵便番号・住所・電話番号・手話経験 

※受講の結果は、募集期間終了後に全員に郵送で通知します。 

 

５月に開講する手話講習会の受講生を募集します。将来的に登録手話通訳者を目指

す方を対象に開講する講習会です。 

中級は、入門・基礎に続く内容です。手話をもっとブラッシュアップしましょう。

　今年度の朝霞市日本手話言語条例講演会は８月１９日(水)午後１時～開催します。 

講師に、草彅剛さん主演でドラマ化（NHK）された小説「デフ･ヴォイス」シリ

ーズの著者、丸山正樹さんをお迎えすることが決まりました。丸山さんの講演の他、

朝霞市聴覚障害者協会会長の戸田康之さんとの対談も予定しています。 

申し込み方法など詳細は次号にてお知らせします。お楽しみに！！

　【ポイント１】　ろう通訳派遣を選択できるようになりました。 

日本手話を第一言語とするろう者（利用者）の理解がより深まり、派遣現場にろ

う当事者（通訳者）がいることで安心感を与えます。 

【ポイント２】　動画配信を行うイベント・事業において事前申告が必要です。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 行  朝霞市社会福祉協議会（手話通訳者等派遣事務所） 

住 所  朝霞市大字浜崎 51 番地の１　朝霞市総合福祉センター内 

F A X  048(486)2473　　T E L　048(486)2479

案内図

手話通訳派遣実績 12 月～2 月（件） 

（ホームページでは情報を随時更新しています。

ぜひご覧ください）

埼玉聴覚障害者情報センターが実施する要約筆記者養成講習会の受講

に対し、交通費を助成いたします。（先着順。社協が認める区間に限る）。

朝霞市在住・在勤であり、埼玉県、朝霞市において要約筆記者として活動

の意思のある方を対象にしています。 

情報センターに講習会受講申し込みをしていただき、受講決定後、社協

HP または社協窓口で配布している申請書にご記入のうえ、情報センター

からの『受講決定通知書』を添えて、社協に提出してください。

【令和８年度 埼玉県要約筆記者養成講習会（手書きコース、パソコンコース）】 

講習会日程：令和８年６月１１日（木）～令和９年２月４日（木）　全 51 回 

会　　　場：埼玉聴覚障害者情報センター　※会場は変更する場合があります。 

受 付 期 間：４月６日（月）～５月８日（金）　郵送（当日消印有効）または持参 

受講申し込み：埼玉聴覚障害者情報センター（さいたま市浦和区北浦和 5-6-5　浦和合同庁舎別館 2 階） 

電話：048(814)3351　FAX：048(814)3352　

朝霞社協公式 Youtube 配信中！ 

朝霞社協公式 Youtube では、
市内在住のろう者にご協力い
ただき、手話動画を配信して
います。 
読取の学習などに 
お役立てください！YouTube 読取例は 

コチラから

　派遣事務所の閉まっている時間帯（休日・深夜など）で、急な病気や交

通事故に遭ったなどの緊急時には、以下の施設で手話通訳の派遣を依頼

することができます。通報する際、または窓口で「手話通訳者を呼んでほ

しい」と伝えてください。 

（手話通訳者が来られない時もありますのでご了承ください）

◎朝霞警察署　◎埼玉県南西部消防局　◎あさか相生病院 

◎TMG あさか医療センター　◎朝霞厚生病院　

ゴールデンウィークについて 【派遣事務所の休み】５月２日（土）～５月６日（水）
　閉所期間中も FAX・メール・LINE による依頼は可能です。 

ただし、依頼に対する返信は５月７日（木）以降となりますのでご了承ください。


